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　ただし、以下の場合を除きます。

　・　裁判及び紛争に関わるもので、特定事務委任者（弁護士・司法書士等）が請求した場合

　・　公用による請求

　登録する方の本人確認書類 （運転免許証・パスポート・個人番号カード等）

　代理人の場合は、委任状及び登録する方と代理人の本人確認書類

　法定代理人の場合は、戸籍謄本等の資格を証明する書類及び登録する方と法定代理人の本人確認書類

事前登録者に行う通知内容

　事前登録をした人の住民票の写し等を、本人等の代理人及び第三者に交付した場合に、下記事項を
記載した通知書 （有田川町住民票の写し等交付通知書） を送付します。

③ 登録者への通知　　　・・・　事前登録者に、交付した事実を通知します。

※２ 郵便等による事前登録の申請は、次のいずれかに該当する場合にすることができます。
　　　　（1） 事前登録希望者が疾病等により直接、申請することができない場合
　　　　（2） 他の市区町村に居住している場合

事前登録ができる方

① 本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている人
　 （住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた人を含む。）

② 本町が作成した戸籍に記録されている人
　 （戸籍から除かれた人を含む。） ただし、死亡した人、失そう宣告を受けた人は対象としません。

＜登録期間＞

　平成28年3月8日から登録期間を廃止しました。登録の廃止の申し出などがない限り、登録は継続されます。

＜事前登録に必要なもの＞

平成23年4月1日

本人通知等制度の流れ（事前登録から通知、証明までの流れ）

① 事前登録　　　    ・・・　通知を希望する人が事前に各窓口※２ で登録します。

各窓口／吉備庁舎：住民課、金屋庁舎：やすらぎ福祉課、清水行政局：住民福祉室・各出張所
受付時間／平日８：30～１７：１５ （町の休日に登録受付はできません）

　　　　　　　　　▼

② 代理人・第三者からの請求　　　 ・・・　住民票の写し等の請求があれば審査のうえ交付します。

　　　　　　　　　▼

　 ※１ 本人等とは … （住民票関係） 本人又は本人と同一の世帯に属する者
　　　　  　　　　　　（戸籍関係） 　本人、本人の配偶者、直系尊属又は直系卑属

　本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。また、
制度の導入により、不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待さ
れます。

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度の概要

［和歌山県　有田川町］

目的

　この制度は、住民票又は戸籍謄本などを第三者（本人等※１ の代理人及び本人等以外の者）に交付
したとき、交付したことの通知が欲しいと事前に登録していた人に対して、その事実を通知するもの
です。

◎ この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。

施行日

＜通知書に記載する内容＞

　　① 交付した年月日

　　② 交付した住民票等の種別及び通数

　　④ 本人の代理人による交付の場合にあっては、その氏名及び住所

　　 ※ 交付の相手方は、本人からの委任状を持参した代理人請求の場合を除き開示することができません。
　　　　より詳しい情報が必要な場合は、個人情報保護条例に基づく開示請求をしていただくことになります
        が、開示できない情報もあります。

　　③ 交付請求者の種別

事 前 登 録

代理人・第三者からの請求

登録者への通知



　・　同じ戸籍に記載されている者以外の者で、例えば兄弟でも婚姻等により別戸籍を編製してい
　　る場合で、その戸籍謄本等を交付した場合は「本人以外」となり、通知の対象になります。

住民課 (吉備庁舎)          　　有田川町大字下津野2018番地4　　Fax 0737-52-7066

やすらぎ福祉課 (金屋庁舎) 　 有田川町大字中井原136番地2　　 Fax 0737-32-5551

住民福祉室 (清水行政局)      有田川町大字清水387番地1　　　　 Fax 0737-25-9001

 【お問合せ先】　　Tel 0737-52-2111 (代)　　Eメール  b.jyumin@town.aridagawa.lg.jp

○「本人等以外の代理人や第三者」への交付の場合の交付事実の通知対象

　１．住民票の写しの場合

　・　同一世帯内の世帯員は、本人からの委任状がなくても住民票等の写しを請求することができ
　　ます。
　　　例えば、同一世帯内にある子が親の住民票を請求した場合などは「本人以外」への交付には
　　ならず、通知の対象とはなりません。

　・　同居している親子、兄弟であっても、住民票の世帯が異なる場合は「本人以外」となり、通
　　知の対象になります。

　２．戸籍謄本等の場合

　・　配偶者、直系尊属（父母祖父母等）、直系卑属（子、孫等）の者は、本人からの委任状がな
　　くても、その者の戸籍謄本等を請求できます。例えば、妻が夫の戸籍抄本を請求した場合など
　　は「本人以外」への交付にはならず、通知の対象とはなりません。

＜通知の対象となる証明書（住民票の写し等）＞

　・　住民票の写し（消除された住民票を含む。）

　・　住民票記載事項証明書

　・　戸籍附票の写し（消除された戸籍附票を含む。）

　・　戸籍謄本及び戸籍抄本（全部事項証明書及び個人事項証明書）（除かれた戸籍を含む。）

　・　戸籍記載事項証明書（一部事項証明書）（除かれた戸籍を含む。）


